
 

 

◎補助金の対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

①「登録空き家」を購入した移住者又は移住する予定のある者 

②登録空き家の所有者の３親等以内の親族でない者 

③市税を滞納していない者 

④暴力団員でない者 

上記①から④すべてに当てはまる者 

※「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されていない物件又はマッチングサービスに

登録されていない物件は、対象外となります 

 

◎補助金の対象経費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・ リフォームに係る経費の1/2以内の額、上限５０万円 

・ 補助金申請時点で世帯員に１８歳未満の者がいる場合は、人数にかかわらず１０万円を

加算します 

 

◎補助金を申請できるタイミング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・「登録空き家」を購入してからリフォームを行う時点でご相談ください。なお、転入日か

ら１年以内に限ります 

諏訪市空き家・空き地バンク及びマッチングサービス

登録物件リフォーム補助金ご案内 

 
 諏訪市では、「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されている空き家及び都市計画課で行

っているマッチングサービス登録物件（以下「登録空き家」という。）をリフォームした際に

係る経費の一部を補助することで、空き家・空き地バンクへの空き家の登録と移住促進を図

ります。 

 

 

 

対象者 補助率、補助金額 

「登録空き家」を購入した移住

者又は移住予定の者 

登録空き家のリフォームに係る経費の1/2以内の額、上限

５０万円 

※補助金申請時点で世帯員に１８歳未満の者がいる場合

は、１０万円を加算します 

※この補助金は、同一物件及び同一人１回に限ります 

  

 

 

リフォーム補助金のポイント 

＊＊＊裏面に続きます＊＊＊ 



≪ご注意ください≫補助金の交付には要件があります。 

空き家のリフォームする前に必ずご相談ください。 

★申請の流れ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助対象内容 

補 助 率 

補 助 金 額 

(1) リフォームに係る経費の1/2以内の額（上限５０万円） 

※補助金申請時点で世帯員に１８歳未満の者がいる場合は、１０

万円を加算します 

(2) 「諏訪市空き家・空き地バンク」又は「マッチングサービス」に登

録されていない物件は対象外 

(3) 詳細は、諏訪市空き家・空き地バンク及びマッチングサービス登録

物件リフォーム補助金等取扱基準をご覧ください 

申 請 期 限 (1) 当該物件を購入し当市に転入した日から起算して１年を経過する

日まで 

◆お問い合わせ先  

諏訪市企画部地域戦略・男女共同参画課地域戦略係 ℡ 52-4141（内線283、285、289） 

不明な点は事前に下記へお問い合わせください。 

事前相談 

申請書受取 

 

交付申請書 

（様式第2号-1） 
提出 

交付決定 

通知書発行 

① 空き家・空き地バンク及びマッチングサービス登録物件リフォーム補助

金交付申請書（様式第2号－1） 

② 売買に係る契約書の写し 

③ リフォーム工事に係る経費の工事明細書及び見積書の写し 

④ 工事を行う住宅の外観及び施工予定箇所の写真 

⑤ 世帯全員分の住民票の写し（移住後に提出してください） 

⑥ 市税等の納税証明書又は非課税証明書の写し 

実績報告書 

（様式第5号-1） 

提出 

◎申請内容を審査し、補助対象と決定 

① 補助事業等実績報告書（様式第5号-1） 

② 経費を支払った証拠書類 

③ 工事施工後の写真 

交付確定 

通知書発行 ◎報告内容を審査し、補助金額確定・支払い 

※申請前に地域戦略係へご相談ください 

（担当者不在の場合もあるので、事前にお電話ください） 

補助金支払 

■申請者⇒地域戦略係へ 

▼地域戦略係⇒申請者へ 

■申請者⇒地域戦略係へ 

▼地域戦略係⇒申請者へ 
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